
本件請求は地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第242条に規定され
る住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同条に基づく監査は実施しないことに決
定しました。 
（理 由） 
法第242条第１項は、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は
職員について、財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、
これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為によって当該普通地方
公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することがで
きる旨を規定しています。 
本件請求において請求人は、県立病院はカルテの改ざんや病名の捏造などにより、不必

要な手術を行うなどの診療行為を行い、医療費を不当にかさ上げしており、横浜市の「重度

障害者医療」に多大な損害を与えていると主張しています。 

しかし、本件請求は、財務会計上の行為である重度障害者医療に関する支出の違法性・

不当性について監査を求めているのではなく、その財務会計上の行為の原因である県立病院

における不必要な診療内容などの非財務会計行為の不当性について監査を求めています。こ

のような、非財務会計行為に係る請求は、財務会計上の行為を対象とする住民監査請求の対

象とはなりません。 

 したがって、本件請求は、法第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていない

と判断しました。 


